
　

自
宅
の
生
活
導
線
に
通
信
機
能
付
き

の
電
球
を
設
置
す
る
見
守
り
ラ
イ
ト
設

置
推
進
事
業
を
開
始
。
点
灯
や
消
灯
の
操

作
が
24
時
間
に
一
度
も
な
い
場
合
、
事
前

に
登
録
し
た
親
族
な
ど
の
連
絡
先
に
メ

ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。
親
族
な
ど
が
訪
問

で
き
な
い
場
合
は
、
委
託
業
者
（
ヤ
マ
ト

運
輸
）が
代
理
で
自
宅
に
訪
問
し
ま
す
。

対 

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

￥ 

１
世
帯
当
た
り
初
回
６
カ
月
は
無
料

申 

二
次
元
コ
ー
ド
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
長
寿
包
括
ケ
ア

課
へ

見
守
り
ラ
イ
ト
の
設
置
で

高
齢
者
世
帯
の

不
安
を
解
消

問 
長
寿
包
括
ケ
ア
課

　
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
７
５

●
地
域
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
活
動

　
主
な
活
動
内
容
は
訪
問
支
援
や
地
域

で
の
見
守
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
情
報

提
供
な
ど
。
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る

人
と
関
係
機
関
を
つ
な
ぐ
「
地
域
の
つ

な
ぎ
役
」と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

他
に
も
、
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ

ン
の
運
営
や
登
下
校
時
の
パ
ト
ロ
ー
ル

活
動
、
災
害
に
備
え
た
マ
ッ
プ
作
り
な

ど
、地
域
独
自
の
取
り
組
み
に
も
協
力
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
は
、
地

域
社
会
の
絆
を
深
め
、
住
民
の
生
活
を

支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

●
５
月
は
訪
問
活
動
強
化
月
間

　
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
絡
協
議
会

で
は
、
地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し

て
活
動
す
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
ほ
か
、
災
害
に

備
え
、
平
時
の
地
域
の
実
態
を
把
握
す

る
機
会
と
す
る
た
め
、
毎
年
５
月
を
訪

問
活
動
強
化
月
間
と
し
、
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。 

●
訪
問
活
動
の
方
法

　

徽き

章
や
腕
章
、
委
員
証
、
名
刺
な
ど

を
持
参
し
た
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

各
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
。
担
当
区
域
内

の
世
帯
を
一
通
り
訪
問
す
る
方
法
と
、

継
続
し
て
支
援
を
必
要
と
す
る
人
の
み

を
訪
問
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
訪
問

先
が
不
在
の
場
合
は
Ｐ
Ｒ
カ
ー
ド
や
チ

ラ
シ
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
ポ
ス
ト

に
入
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

徽
き

章

腕章

委員証

名刺

全国の民生委
員・児童委員共
通のシルバーの
バッジ

市の民生委員・
児童委員のみが
持つ紺色の腕章

厚生労働大臣か
ら委嘱され市長
に認められた証
明

市の民生委員・
児童委員のみが
持つピンク色の
名刺

 宅地造成等工事規制区域
 特定盛土等規制区域

【規制区域図】

富士見支所

前橋市役所

宮城支所

粕川支所大胡支所

城南支所

活動の流れ

いずれかを携帯しています

連携・協力住民 相談支援・
情報提供

困りごと・相談

民生委員・児童委員
主任児童委員

秘密は守ります。
安心して相談して
ください。

関係機関
（市役所・地域包括支援センター・

社会福祉協議会・学校など）

要
件

①�盛土で高さが
　 1m超 � 2m超
　の崖を生ずるもの

②切土で高さが
　 2m超 � 5m超
　の崖を生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、
　高さが 2m超 � 5m超
　の崖を生ずるもの（①、②を除く）

④盛土で高さが
　 2m超 � 5m超
　となるもの（①、③を除く）

⑤盛土又は切土をする土地の
　面積が 500㎡超 � 1,000㎡超
　となるもの（①〜④を除く）

イ
メ
ー
ジ
図

要
件
⑥�最大時に堆積する高さが� 2m超 �かつ面積が 300㎡超 �と
なるもの ⑦�最大時に堆積する面積が 500㎡超 � 1,000㎡超 �となるもの

イ
メ
ー
ジ
図

県作成の
民生委員・児童委員
PR 動画は
こちらから

見守りライトが
異常を検知

事前に登録した
連絡先にメール

連絡先の人が
訪問できない場合は、
ヤマト運輸の
スタッフが訪問

　令和３年７月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を踏ま
え、土地の用途にかかわらず危険な盛土を規制するため、宅地造成及
び特定盛土等規制法（盛土規制法）が施行されました。本市では、５
月26日㈪から盛土規制法に基づく規制区域を右図のとおり指定。規制
区域内で盛土などをする場合は、規模に応じて事前に許可申請が必要
です。詳しくは本市ホームページをご覧ください。

　民生委員は、地域の推薦を受けて厚生労働大
臣から委嘱される非常勤の地方公務員。地域の
実情を把握し、社会福祉の増進に熱意のある人
などから選ばれ、こどもに関する相談や支援を
する児童委員を兼務しています。任期は３年で、

現在、本市では 661 人が委嘱され、そのうち児
童福祉を専門に担当する主任児童委員が 49人い
ます。地域に密着した活動を通して、誰もが安
心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

規制区域内は許可が必要に
盛土規制法の運用が始まります

５月は訪問活動強化月間
民生委員・児童委員を知って

問 開発指導課　 ☎０２７‐８９８‐６９９７

問 社会福祉協議会　 ☎０２７‐２３７‐１１４２

許可が必要な盛土などの規模

〈盛土・切土（土地の形質の変更）〉
例　宅地造成のための盛土・切土など

〈一時的な土砂の堆積〉
例　土石のストックヤードにおける仮置きなど
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